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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　負荷装置と双方向に電力の授受が可能な電源システムであって、
　蓄電装置と、
　前記負荷装置に接続される電力線と前記蓄電装置との間に結合され、前記蓄電装置と前
記電力線との間で電圧変換を行なうための電圧変換装置と、
　前記電圧変換装置を制御するための制御装置とを備え、
　前記電圧変換装置は、
　前記蓄電装置と前記電力線との間に結合されたスイッチング素子を含み、
　前記スイッチング素子は、制御電極を有し、前記スイッチング素子の制御電極の電圧の
低下に伴って、前記スイッチング素子に流れる電流が減少する特性を有し、
　前記制御装置は、前記電力線に結合される他の電源装置からの電力を用いて前記蓄電装
置の充電動作を実行している際に、前記蓄電装置の充電状態が基準値を上回った場合には
、前記スイッチング素子の制御電極の電圧を低下させることによって前記スイッチング素
子の制御電極に流れる電流を減少させ、
　他の電源装置は、前記電源システムへ供給する電流がしきい値を下回ったことに基づい
て、前記電源システムへの電力供給を停止する、電源システム。
【請求項２】
　前記制御装置は、前記スイッチング素子の制御電極の電圧を低下させてから所定期間が
経過するまでに前記他の電源装置からの電力供給が停止されない場合には、前記充電動作
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を停止する、請求項１に記載の電源システム。
【請求項３】
　前記制御装置は、前記スイッチング素子の制御電極の電圧を低下させてから所定期間が
経過するまでに前記他の電源装置からの電力供給が停止されない場合には、前記他の電源
装置に異常があると判定する、請求項１に記載の電源システム。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の電源システムが搭載された、車両。
【請求項５】
　前記他の電源装置は、前記車両とは異なる車両に搭載される電源装置である、請求項４
に記載の車両。
【請求項６】
　給電側車両の電力を用いて受電側車両に搭載された蓄電装置を充電する際の車両の制御
方法であって、
　前記受電側車両は、
　前記受電側車両に搭載された負荷装置に接続される電力線と前記蓄電装置の間に結合さ
れ、前記蓄電装置と前記電力線との間で電圧変換を行なうための電圧変換装置を含み、
　前記電圧変換装置は、
　前記蓄電装置と前記電力線との間に結合されるスイッチング素子を含み、
　前記制御方法は、
　前記受電側車両において、前記電力線に供給された前記給電側車両からの電力を、前記
電圧変換装置により降圧するステップと、
　前記受電側車両において、前記蓄電装置の電流および電圧に基づいて、前記蓄電装置の
充電状態を演算するステップと、
　前記受電側車両において、前記充電状態が基準値を上回った場合に、前記スイッチング
素子の制御電極の電圧を低下させることによって、充電電流を低下させるステップと、
　前記給電側車両において、前記充電電流がしきい値を下回ったことに基づいて、前記受
電側車両への電力供給を停止するステップとを備える、車両の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電源システムおよびそれを搭載する車両、ならびに車両の制御方法に関し、
より特定的には、車両間充電を行なう場合の充電終了制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、環境に配慮した車両として、蓄電装置（たとえば二次電池やキャパシタなど）を
搭載し、蓄電装置に蓄えられた電力から生じる駆動力を用いて走行する車両が注目されて
いる。このような車両には、たとえば電気自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池車など
が含まれる。そして、これらの車両に搭載される蓄電装置を発電効率の高い商用電源によ
り充電する技術が提案されている。
【０００３】
　このうち電気自動車においては、走行中に蓄電装置の電力が著しく低下した場合には、
走行が継続できなくなってしまうおそれがある。
【０００４】
　特開２００７－２６７５６１号公報（特許文献１）は、電気自動車において車両と車両
との間で充電を行なうための、緊急充電システムについて開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２６７５６１号公報
【特許文献２】特開２００７－２５２１１８号公報
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【特許文献３】特開２０１０－２５２５２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特開２００７－２６７５６１号公報（特許文献１）のようなシステムを用いることによ
って、蓄電装置の電力が著しく低下した場合に、他の車両からの電力を用いて充電を行な
うことが可能となる。
【０００７】
　しかしながら、特開２００７－２６７５６１号公報（特許文献１）に開示されたシステ
ムにおいては、受電側車両の充電終了を判定し、給電側車両からの給電動作を停止するた
めの手法については検討されていない。
【０００８】
　本発明は、このような課題を解決するためにさなれたものであって、その目的は、他の
車両の電源装置からの電力を用いて搭載された蓄電装置の充電が可能な電源システムにお
いて、充電終了を適切に制御することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明による電源システムは、蓄電装置と、電圧変換装置と、電圧変換装置を制御する
ための制御装置とを備え、負荷装置と双方向に電力の授受が可能である。電圧変換装置は
、負荷装置に接続される電力線と蓄電装置との間に結合され、蓄電装置と電力線との間で
電圧変換を行なう。電圧変換装置は、蓄電装置と電力線との間に結合されるスイッチング
素子を含む。電源システムは、電力線に結合される他の電源装置からの電力を用いて蓄電
装置を充電することが可能である。制御装置は、他の電源装置からの電力を用いて蓄電装
置の充電動作を実行している際に、蓄電装置の充電状態が基準値を上回った場合には、ス
イッチング素子の制御電極の電圧を変更することによって他の電源装置からの電力供給を
制御する。
【００１０】
　好ましくは、制御装置は、他の電源装置からの電力を用いて充電動作を実行している際
に、充電状態が基準値を上回った場合には、スイッチング素子の制御電極の電圧を低下さ
せる。
【００１１】
　好ましくは、スイッチング素子は、制御電極の電圧の低下に伴って、スイッチング素子
に流れる電流が減少する特性を有する。
【００１２】
　好ましくは、他の電源装置は、電源システムへ供給する電流がしきい値を下回ったこと
に基づいて、電源システムへの電力供給を停止する。
【００１３】
　好ましくは、制御装置は、スイッチング素子の制御電極の電圧を低下させてから所定期
間が経過するまでに他の電源装置からの電力供給が停止されない場合には、充電動作を停
止する。
【００１４】
　好ましくは、制御装置は、スイッチング素子の制御電極の電圧を低下させてから所定期
間が経過するまでに他の電源装置からの電力供給が停止されない場合には、他の電源装置
に異常があると判定する。
【００１５】
　本発明による車両は、上記のいずれかに記載の電源システムを搭載する。
　好ましくは、他の電源装置は、当該車両とは異なる車両に搭載される電源装置である。
【００１６】
　本発明による車両の制御方法は、給電側車両の電力を用いて受電側車両に搭載された蓄
電装置を充電する際の制御方法である。受電側車両は、受電側車両に搭載された負荷装置
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に接続される電力線と蓄電装置の間に結合され、蓄電装置と電力線との間で電圧変換を行
なうための電圧変換装置を含む。電圧変換装置は、蓄電装置と電力線との間に結合される
スイッチング素子を含む。制御方法は、受電側車両において、電力線に供給された給電側
車両からの電力を電圧変換装置により降圧するステップと、蓄電装置の電流および電圧に
基づいて蓄電装置の充電状態を演算するステップと、充電状態が基準値を上回った場合に
、スイッチング素子の制御電極の電圧を低下させることによって、充電電流を低下させる
ステップとを備える。また、制御方法は、給電側車両において、充電電流がしきい値を下
回ったことに基づいて、受電側車両への電力供給を停止するステップをさらに備える。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、他の車両の電源装置からの電力を用いて搭載された蓄電装置の充電が
可能な電源システムにおいて、充電終了を適切に制御することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本実施の形態に従う電源システムが搭載された車両の全体ブロック図である。
【図２】車両間充電を行なう場合の構成を説明するための図である。
【図３】スイッチング素子に印加されるゲート電圧と、スイッチング素子に流れる電流と
の関係を説明するための図である。
【図４】受電側車両におけるスイッチング素子のゲート電圧と、給電側車両における出力
電流との関係を説明するための図である。
【図５】給電側車両の出力電流における給電停止判定を説明するための図である。
【図６】車両間充電を行なう場合に、各車両において実行される充電停止制御処理の詳細
を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中
同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。
【００２０】
　図１は、本実施の形態に従う電源システムが搭載された車両の全体ブロック図である。
図１を参照して、車両１００は、電源システム１０５と、負荷装置１７０とを備える。電
源システム１０５は、蓄電装置１１０と、システムメインリレーＳＭＲ１１５と、コンバ
ータ１２０と、制御装置であるＥＣＵ（Electronic　Control　Unit）３００と、コンデ
ンサＣ１，Ｃ２とを備える。負荷装置１７０は、インバータ１２５と、モータジェネレー
タ１３０と、駆動輪１５０とを含む。ＥＣＵ３００は、制御部３１０と、ゲート駆動部３
２０とを含む。
【００２１】
　蓄電装置１１０は、充放電可能に構成された電力貯蔵要素である。蓄電装置１１０は、
たとえば、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池あるいは鉛蓄電池などの二次電池や、
電気二重層キャパシタなどの蓄電素子を含んで構成される。
【００２２】
　蓄電装置１１０は、電力線ＰＬ１および接地線ＮＬ１を介してコンバータ１２０に接続
される。また、蓄電装置１１０は、モータジェネレータ１３０で発電された電力を蓄電す
る。蓄電装置１１０の出力はたとえば２００Ｖ程度である。
【００２３】
　蓄電装置１１０には、電圧センサ１１１および電流センサ１１２が設けられる。電圧セ
ンサ１１１は、蓄電装置１１０の電圧を検出し、その検出値ＶＢを制御部３１０へ出力す
る。電流センサ１１２は、蓄電装置１１０に入出力される電流を検出し、その検出値ＩＢ
を制御部３１０へ出力する。なお、図１においては、電流センサ１１２は、蓄電装置１１
０の正極端子に接続される電力線ＰＬ１に設けられる構成が示されているが、蓄電装置１
１０の負極端子に接続される接地線ＮＬ１に設けられる構成であってもよい。
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【００２４】
　ＳＭＲ１１５に含まれるリレーは、蓄電装置１１０とコンバータ１２０とを結ぶ電力線
ＰＬ１および接地線ＮＬ１にそれぞれ介挿される。そして、ＳＭＲ１１５は、制御部３１
０からの制御信号ＳＥ１によって制御され、蓄電装置１１０とコンバータ１２０との間で
の電力の供給と遮断とを切換える。
【００２５】
　コンデンサＣ１は、電力線ＰＬ１と接地線ＮＬ１との間に接続される。コンデンサＣ１
は、電力線ＰＬ１と接地線ＮＬ１との間の電圧変動を低減する。
【００２６】
　コンバータ１２０は、スイッチング素子Ｑ１，Ｑ２と、ダイオードＤ１，Ｄ２と、リア
クトルＬ１とを含む。
【００２７】
　スイッチング素子Ｑ１およびＱ２は、電力線ＰＬ２および接地線ＮＬ１の間に、電力線
ＰＬ２から接地線ＮＬ１に向かう方向を順方向として直列に接続される。なお、本実施の
形態において、スイッチング素子としては、ＩＧＢＴ（Insulated　Gate　Bipolar　Tran
sistor）、電力用ＭＯＳ（Metal　Oxide　Semiconductor）トランジスタあるいは、電力
用バイポーラトランジスタ等を用いることができる。
【００２８】
　スイッチング素子Ｑ１，Ｑ２に対して、逆並列ダイオードＤ１，Ｄ２がそれぞれ接続さ
れる。リアクトルＬ１は、スイッチング素子Ｑ１およびＱ２の接続ノードと、電力線ＰＬ
１との間に設けられる。すなわち、コンバータ１２０はチョッパ回路を形成する。
【００２９】
　スイッチング素子Ｑ１，Ｑ２は、制御部３１０からの制御信号ＰＷＣに基づいてゲート
駆動部３２０が生成するゲート信号ＶＧＣによって制御され、電力線ＰＬ１および接地線
ＮＬ１と、電力線ＰＬ２および接地線ＮＬ１との間で電圧変換動作を行なう。
【００３０】
　コンバータ１２０は、基本的には、各スイッチング周期内でスイッチング素子Ｑ１およ
びＱ２が相補的かつ交互にオン・オフするように制御される。コンバータ１２０は、昇圧
動作時には、蓄電装置１１０からの直流電圧を昇圧する。この昇圧動作は、スイッチング
素子Ｑ２のオン期間にリアクトルＬ１に蓄積された電磁エネルギを、スイッチング素子Ｑ
１および逆並列ダイオードＤ１を介して、電力線ＰＬ２へ供給することにより行なわれる
。
【００３１】
　また、コンバータ１２０は、降圧動作時には、負荷装置からの直流電圧を降圧する。こ
の降圧動作は、スイッチング素子Ｑ１のオン期間にリアクトルＬ１に蓄積された電磁エネ
ルギを、スイッチング素子Ｑ２および逆並列ダイオードＤ２を介して、接地線ＮＬ１へ供
給することにより行なわれる。
【００３２】
　これらの昇圧動作および降圧動作における電圧変換比は、上記スイッチング周期におけ
るスイッチング素子Ｑ１，Ｑ２のオン期間比（デューティ比）により制御される。なお、
昇圧動作および降圧動作が不要の場合には、スイッチング素子Ｑ１およびＱ２をオンおよ
びオフにそれぞれ固定するように制御信号ＰＷＣを設定することで、電圧変換比＝１．０
（デューティ比＝１００％）とすることもできる。
【００３３】
　電流センサ１２４は、リアクトルＬ１に流れる電流を検出し、その検出値ＩＬを制御部
３１０へ出力する。なお、電流センサ１２４は必須ではなく、蓄電装置１１０に備えられ
た電流センサ１１２によって検出される電流ＩＢによって電流ＩＬを代替してもよい。
【００３４】
　コンデンサＣ２は、コンバータ１２０とインバータ１２５とを結ぶ電力線ＰＬ２および
接地線ＮＬ１との間に接続される。コンデンサＣ２は、電力線ＰＬ２と接地線ＮＬ１との
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間の電圧変動を低減する。
【００３５】
　インバータ１２５は、電力線ＰＬ２および接地線ＮＬ１を介して、コンバータ１２０に
接続される。インバータ１２５は、制御部３１０からの制御指令ＰＷＩに基づいてゲート
駆動部３２０によって生成されるゲート信号ＶＧＩにより制御され、コンバータ１２０か
ら出力される直流電力を、モータジェネレータ１３０を駆動するための交流電力に電力変
換する。
【００３６】
　モータジェネレータ１３０は交流回転電機であり、たとえば、永久磁石が埋設されたロ
ータを備える永久磁石型同期電動機である。
【００３７】
　モータジェネレータ１３０の出力トルクは、減速機や動力分割機構によって構成される
動力伝達ギア（図示せず）を介して駆動輪１５０に伝達されて、車両１００を走行させる
。モータジェネレータ１３０は、車両１００の回生制動動作時には、駆動輪１５０の回転
力によって発電することができる。そして、その発電電力は、インバータ１２５によって
蓄電装置１１０の充電電力に変換される。
【００３８】
　制御部３１０は、いずれも図１には図示しないがＣＰＵ（Central　Processing　Unit
）、記憶装置および入出力バッファを含み、各センサ等からの信号の入力や各機器への制
御信号の出力を行なうとともに、車両１００および各機器の制御を行なう。なお、これら
の制御については、ソフトウェアによる処理に限られず、専用のハードウェア（電子回路
）で処理することも可能である。
【００３９】
　制御部３１０は、電圧センサ１１１および電流センサ１１２からの電圧ＶＢおよび電流
ＩＢの検出値を受ける。制御部３１０は、電圧ＶＢおよび電流ＩＢに基づいて、蓄電装置
１１０の充電状態（以下、ＳＯＣ（State　of　Charge）とも称する。）を演算する。
【００４０】
　なお、図１においては、車両１００として電気自動車の場合を例として説明するが、車
両１００は蓄電装置１１０からの電力を用いて走行が可能な車両であれば電気自動車には
限定されず、ハイブリッド自動車や燃料電池車にも適用可能である。
【００４１】
　電気自動車においては、蓄電装置１１０に蓄えられた電力を使い果たしてしまうと、走
行することができなくなってしまう。また、ハイブリッド自動車や燃料電池車においても
、燃料を使い果たしてしまうと蓄電装置１１０からの電力によってのみ走行することとな
り、その場合には、電気自動車同様に蓄電装置１１０に蓄えられた電力を使い果たしてし
まうと、走行することができなくなってしまう。
【００４２】
　走行中に蓄電装置１１０の電力を使い果たしてしまい、さらには近くに充電スタンドな
どの充電可能な場所がない場合に、緊急的な措置として、電力ケーブルを用いて他の車両
からの電力を受容して蓄電装置を充電する手法が採用される場合がある。この場合、車両
間で情報伝達を行なう手段がないため、一般的には、給電側車両の給電動作の停止はユー
ザにより手動で行なわれる。
【００４３】
　このような車両間充電を行なう際には、ユーザの負担を軽減するために、受電側車両の
蓄電装置が所定の充電量に到達した場合に、自動的に充電動作が停止されるとともに、そ
れに伴って給電側車両の給電動作も適切に停止されることが望ましい。これを実現するた
めに、車両間の情報伝達のための信号線を追加することも可能であるが、部品点数増加の
ためにコストアップを招くおそれがある。
【００４４】
　そこで、本実施の形態においては、受電側車両において、所定の充電量まで充電が完了



(7) JP 5659943 B2 2015.1.28

10

20

30

40

50

した場合に、コンバータに含まれるスイッチング素子の制御電極の電圧を変更して充電電
流、すなわち給電側車両の出力電流を制御することによって、受電側車両の充電終了を給
電側車両に通知する充電終了制御を行なう。なお、本実施の形態においてはスイッチング
素子としてＩＧＢＴを用いる場合を例として説明するため、上記の「制御電極の電圧」を
単に「ゲート電圧」と称する。
【００４５】
　図２は、車両間充電を行なう場合の構成を説明するための図である。図２においては、
図１で説明した車両１００を受電側車両とし、給電側車両１００Ａからの電力を用いて受
電側車両１００の蓄電装置１１０を充電するものとする。なお、給電側車両１００Ａは、
車両１００と同様の構成を有する場合を例として説明する。そのため、給電側車両１００
Ａの各要素は、参照符号は異なるものの、車両１００について図１で説明した各要素と同
様であるので、それらの説明は繰り返さない。
【００４６】
　図２を参照して、給電側車両１００Ａと受電側車両１００とは、電力ケーブル２００を
用いて、電力線ＰＬ２と電力線ＰＬ４とが接続されるとともに、接地線ＮＬ１と接地線Ｎ
Ｌ３とが接続される。このようにコンバータ１２０，１２０Ａの高電圧側同士を接続する
ことで、給電側車両１００Ａの蓄電装置１１０Ａの電圧が受電側車両１００の蓄電装置１
１０の電圧よりも低下していた場合であっても、コンバータ１２０Ａを用いて適切に昇圧
することができる。
【００４７】
　そして、給電側車両１００Ａにおいてコンバータ１２０Ａで昇圧動作を行ないつつ、受
電側車両１００においてコンバータ１２０で降圧動作を行なうことによって、蓄電装置１
１０の充電が実行される。
【００４８】
　このような緊急的な車両間充電においては、給電側車両１００Ａの充電量の制限および
充電時間の制約から、受電側車両１００の蓄電装置１１０は満充電状態まで充電されるの
ではなく、一般的には近隣の充電スタンドまで走行できるだけの最低限の充電量が充電さ
れるように設定される。
【００４９】
　受電側車両１００の制御部３１０は、蓄電装置１１０のＳＯＣが、予め設定された充電
量に到達すると、制御信号ＰＷＣを用いてゲート駆動部３２０を制御して、スイッチング
素子Ｑ１のゲート電圧Ｖｇｅを通常よりも低い値に設定する。
【００５０】
　図３に、一般的なスイッチング素子であるＩＧＢＴについて、ゲート電圧Ｖｇｅを変化
させたときの、コレクタ－エミッタ間電圧Ｖｃｅとコレクタ電流Ｉｃとの関係を示す。図
３からわかるように、ゲート電圧Ｖｇｅを低下させると、一般的にコレクタ電流Ｉｃが減
少する性質を有している。
【００５１】
　そのため、受電側車両１００において、スイッチング素子Ｑ１のゲート電圧Ｖｇｅを低
下させることによって、蓄電装置１１０へ供給される充電電流が低減される。そうすると
、結果的に、給電側車両１００Ａの出力電流すなわちリアクトル電流ＩＬ＃が、図４に示
されるように減少する。したがって、給電側車両１００Ａにおいては、車両間充電を実行
している間に、リアクトル電流ＩＬ＃を監視することによって、受電側車両１００におけ
る充電終了を検知することができる。
【００５２】
　図５は、給電側車両１００Ａにおける、リアクトル電流ＩＬ＃による判定基準の一例を
示す図である。給電側車両１００Ａは、リアクトル電流ＩＬ＃がＩｔｈからＩｕｌまでの
間は給電動作を実行する。そして、しきい値Ｉｔｈを下回ると給電動作が停止される。な
お、しきい値Ｉｕｌは給電側車両１００Ａから受電側車両１００へ供給可能な出力電流の
上限値を示している。リアクトル電流ＩＬ＃がこの上限値Ｉｕｌを上回る過電流状態とな
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った場合は、給電側車両１００Ａの制御部３１０Ａは、給電側車両１００Ａから受電側車
両１００への電流経路において短絡または地絡等の異常が発生している可能性があると判
断し、給電動作を強制的に終了させる。
【００５３】
　図６は、車両間充電を行なう場合に、給電側車両１００Ａおよび受電側車両１００にお
いて実行される、充電停止制御処理の詳細を説明するためのフローチャートである。図６
に示されるフローチャートは、給電側車両１００ＡのＥＣＵ３００Ａおよび受電側車両１
００のＥＣＵ３００に予め格納されたプログラムがメインルーチンから呼び出されて、所
定周期で実行されることによって処理が実現される。あるいは、一部のステップについて
は、専用のハードウェア（電子回路）で処理を実現することも可能である。
【００５４】
　図２および図６を参照して、まず給電側車両１００Ａにおける処理について説明する。
ステップ（以下、ステップをＳと略す。）１００にて、ＥＣＵ３００Ａは、ユーザからの
指示によって給電動作を開始する。このとき、ＥＣＵ３００Ａは、出力される電流が一定
となるようにコンバータ１２０Ａを制御する。これに対応して、受電側車両１００におい
て充電動作が開始される。
【００５５】
　そして、ＥＣＵ３００Ａは、Ｓ１１０にて、リアクトル電流ＩＬ＃がしきい値Ｉｔｈを
下回ったか否か、すなわち、受電側車両１００から充電動作の終了が示されているか否か
を判定する。
【００５６】
　リアクトル電流ＩＬ＃がしきい値Ｉｔｈ以上の場合（Ｓ１１０にてＮＯ）は、処理がＳ
１００に戻されて、ＥＣＵ１００Ａは、リアクトル電流ＩＬ＃がしきい値Ｉｔｈを下回る
まで給電動作を継続する。
【００５７】
　リアクトル電流ＩＬ＃がしきい値Ｉｔｈを下回った場合（Ｓ１１０にてＹＥＳ）は、Ｅ
ＣＵ３００Ａは、受電側車両１００において充電動作が終了したと判断し、処理をＳ１２
０に進めて、給電動作を停止する。
【００５８】
　その後、処理がＳ１３０に進められて、ＥＣＵ３００Ａは、コンデンサＣ４において残
存している電荷の放電等の終了処理を行なって処理を終了する。
【００５９】
　次に、受電側車両１００における処理について説明する。Ｓ２００にて、ＥＣＵ３００
は、給電側車両１００Ａの給電動作の開始に応答して充電動作を開始する。この充電動作
の開始は、ユーザによる操作により開始されてもよいが、たとえば、車両間充電のモード
が設定されている場合に、コンデンサＣ２の電圧が所定以上となったことに基づいて自動
的に開始されるようにしてもよい。
【００６０】
　そして、ＥＣＵ３００は、Ｓ２１０にて、充電終了判定フラグＦＬＧがオンに設定され
たか否か、すなわち、蓄電装置１１０のＳＯＣが予め定められた基準値αを上回ったか否
かを判定する。
【００６１】
　充電終了判定フラグＦＬＧがオフのままの場合（Ｓ２１０にてＮＯ）は、蓄電装置１１
０が十分に充電されていないため、Ｓ２００に処理が戻されて、充電動作が継続される。
【００６２】
　充電終了判定フラグＦＬＧがオンとなった場合（Ｓ２１０にてＹＥＳ）は、ＥＣＵ３０
０は、所定の基準値αまで蓄電装置１１０の充電が完了したと判断し、処理をＳ２２０に
進めて、スイッチング素子Ｑ１のゲート電圧Ｖｇｅを低下させる。このとき、ゲート電圧
Ｖｇｅを即座に低下させてもよいし、所定のレートで漸減させるようにしてもよい。また
、ゲート電圧をゼロに設定してゲートを遮断するようにしてもよい。
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　そして、ＥＣＵ３００は、Ｓ２３０に処理を進めて、給電側車両１００Ａの給電動作を
停止させる電流となるまで十分にスイッチング素子Ｑ１のゲート電圧Ｖｇｅを低下させて
から所定期間が経過するまでに、給電側車両１００Ａにおいて給電動作が停止したか否か
を判定する。この判定は、たとえば、蓄電装置１１０への入力電流の変化や、コンデンサ
Ｃ２にかかる電圧の変化等によって判定することができる。
【００６４】
　所定期間が経過するまでに給電側車両１００Ａにおいて給電動作が停止した場合（Ｓ２
３０にてＹＥＳ）は、ＥＣＵ３００は、Ｓ２４０に処理を進めて終了処理を実行する。
【００６５】
　所定期間が経過するまでに給電側車両１００Ａにおいて給電動作が停止しなかった場合
（Ｓ２３０にてＮＯ）は、ＥＣＵ３００は、給電側車両１００Ａに何らかの異常が生じて
いる可能性があると判断して、コンバータ１２０を停止させるとともに、ＳＭＲ１１５を
開放して、車両間充電を強制的に終了させる。
【００６６】
　以上のような処理に従って制御を行なうことによって、車両間に新たな信号伝達経路を
追加することなく、車両間充電の際に受電側車両から充電動作の終了を給電側車両に通知
し、給電側車両の給電動作の終了を制御することが可能になる。
【００６７】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなく、特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【００６８】
　１００　受電側車両、１００Ａ　給電側車両、１０５　電源システム、１１０，１１０
Ａ　蓄電装置、１１１，１１１Ａ　電圧センサ、１１５，１１５Ａ　ＳＭＲ、１１２，１
１２Ａ，１２４，１２４Ａ　電流センサ、１２０，１２０Ａ　コンバータ、１２５　イン
バータ、１３０　モータジェネレータ、１５０　駆動輪、１７０，１７０Ａ　負荷装置、
２００　電力ケーブル、３００，３００Ａ　ＥＣＵ、３１０，３１０Ａ　制御部、３２０
、３２０Ａ　ゲート駆動部、Ｃ１～Ｃ４　コンデンサ、Ｄ１，Ｄ２，Ｄ１１，Ｄ１２　ダ
イオード、Ｌ１，Ｌ２　リアクトル、ＮＬ１，ＮＬ３　接地線、ＰＬ１～ＰＬ４　電力線
、Ｑ１，Ｑ２，Ｑ１１，Ｑ１２　スイッチング素子。
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